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お知らせ

国民年金からのお知らせ国民年金からのお知らせ国民年金からのお知らせ
　国民年金は、日本国内に住所がある 20 歳以上 60
歳未満の方すべてが加入する制度です。
　届出を忘れると、将来受け取る老齢基礎年金の年
金額が少なくなったり、受けられなくなったりする
場合があります。
　また、不意の事故や病気で障害が残ったり、万一、
亡くなられたりしたときには、障害基礎年金や遺族
基礎年金が支給されなくなる恐れがあります。

《20歳になったとき》
　厚生年金や共済組合に加入していない方が 20 歳
になったときは、国民年金の第１号被保険者になり
ますので、市役所に｢国民年金被保険者資格取得届｣
を提出します。
《会社を退職したとき》
　会社などに勤めていて、厚生年金や共済組合に加入し
ている方は、国民年金の第２号被保険者になっています。
　第２号被保険者の方が 60 歳になる前に、会社な
どを退職したときは、国民年金の第１号被保険者に
なりますので、市役所に｢国民年金被保険者種別変
更届｣を提出します。
《被扶養配偶者の方の収入が増えたとき》
　会社などに勤めて、厚生年金や共済組合に加入して
いる方の被扶養配偶者の方(20 歳以上 60 歳未満の方に
限る)は、国民年金の第３号被保険者になっています。

　第３号被保険者の方のパート収入などが 130 万円
以上になったときは、被扶養配偶者でなくなり、第
１号被保険者になりますので、市役所に｢国民年金
被保険者種別変更届｣を提出します。
《被扶養配偶者の配偶者が退職したとき》
　配偶者の方が退職して、厚生年金や共済組合の加
入者でなくなると、それまで国民年金の第３号被保
険者だった方は、被扶養配偶者でなくなり、第１号
被保険者になりますので、市役所に｢国民年金被保
険者種別変更届｣を提出します。
※第３号被保険者の方が離婚したときにも、第１号
　被保険者になるための手続きが必要です。
※老齢厚生年金等を受ける権利をもっている配偶者
　の方が 65 歳になって第２号被保険者でなくなっ
　たときも、それまで第３号被保険者だった方は、
　第１号被保険者になるための手続きが必要です。
【免除制度などをご利用してください】
　平成 24 年度の国民年金の第１号被保険者の保険
料は、月額１万４９８０円です。
　国民年金の保険料を納めることが経済的に困難な
ときには、免除制度や学生納付特例制度があり、市
役所または年金事務所への申請手続きによって、保
険料の納付が免除されたり猶予されたりして、保険
料の未納を防止できることになっています。

こんな時は市役所で手続きをこんな時は市役所で手続きを
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